
公営住宅整備、公民館整備の考え方 資料１－４

【加茂地区の公営住宅整備】

■ 建設用地（町が買収）

・住民からの意見を受け、長竹地区での整備を第一に考え、土砂災害

警戒区域を避けて 700～1,500 ㎡（約 212～454 坪）の用地の検討行っ

ているが、候補地が限定的である。

・地元からの用地案があれば提案いただきたい

※ 用地が取得できない場合は、長竹地区以外での整備を検討する

■ 住宅の規模等

子育て世代・新婚世代等など若者が入居できる住宅で、

３棟６戸を提案（尾川・黒岩・斗賀野地区の町営住宅と同規模）

【長竹地区の公民館整備】

■ 建設用地

500～700 ㎡（約 151～212 坪）（建設用地は町が買収）

地区民運動会など、長竹・竹ノ倉・横山の住民が利用できる広さを

検討する

■ 建設場所（以下２案を想定）

①新たな場所に建設

土砂災害警戒区域を避けて場所を検討しているが

地元からの用地案があれば提案いただきたい

②現在の場所に建設

隣地を取得し、公民館増築等を検討し、駐車場も整備する

※注）

現在地が土砂災害警戒区域であるため、

大雨時の避難場所として指定を行わないことが前提



資料１－４

【横山・竹ノ倉・本村西・本村東・弘岡地区の公民館整備】

・振興策として従来からある「佐川町集落整備事業」の補助金限度額と補助

率を拡充し整備することとして 5月 21 日(木)に各地区自治会長へ説明

・各自治会で公民館整備の要望がある場合は、要望内容及び見積金額、整備

の時期を佐川町役場町民課まで連絡願います

連絡期限・・・令和２年７月３１日(金)

※上記の補助対象事業費を超えた分は自治会負担となります

※地域振興策として実施するにあたり、変更した箇所について、従来の集落整備事業を（ ）で標記し、

変更後を下線で標記しています

※今回の地域振興策で行うメニューは、従来の集落整備事業にある「新築」・「テレビ共同受信施設」・「特認事業」には

対応しておりません

地域振興策で実施する集落整備事業メニュー

改築 増築 修繕 バリアフリー 備品

補助対象

事業費
800 万円

400 万円

（200 万円）
100 万円

60 万円

（45 万円）

補助率
9/10

（3/4）

9/10

（1/2）

10/10
9/10

（２/３）

補助

限度額

720 万円

（600 万円）

360 万円

（100 万円）
100 万円

54 万円

（30 万円）

全てのメニューの合計額で 720 万円

自治会負

担金額

80 万円

（200 万円）

40 万円

（100 万円）

―
6万円

（15 万円）

整備の

対象

倉庫及び物置

物置を除く

壁、柱、床、畳、

配管等の修繕、屋

根の葺替え等

集会所のバリアフ

リー化に係る事業

で、スロープ・手摺

りの設置、トイレの

洋式化等

○会議・会合に必要な

備品

○湯茶用品

○冷暖房機器

○その他


